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全体像
違反要件

2条6項（3条で禁止）
エンフォースメント

排除措置命令（7条）
課徴金納付命令（7条の2）

1項1号or2号を満たすものがハードコアカルテル
例

価格協定（1号）
入札談合（1号とされる。少なくとも2号には当たる。）
市場分割協定（2号「取引の相手方」）

1項1号or2号を満たさないものが非ハードコアカルテル
例

部品の共同購入
物流の共同化
OEM供給

刑罰（89条、95条）
ハードコアカルテルのうち一部

2条6項の条文
行為要件

区切り方
「他の事業者と共同して／相互にその事業活動を拘束し、又は遂行す
る」

ノーマル、伝統的、刑事判決
「他の事業者と共同して…相互に／その事業活動を拘束し、又は遂行す
る」

多摩談合最高裁判決

他の事業者と共同して
「意思の連絡」と解釈されている

「合意」、「共同行為」、「カルテル」、などはほぼ同義
単純な事例：壁紙
東京高判平成7年9月25日〔東芝ケミカルⅡ〕

「ここにいう『意思の連絡』とは、複数事業者間で相互に同
内容又は同種の対価の引上げを実施することを認識ないし予
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測し、これと歩調をそろえる意思があることを意味し、一方
の対価引上げを他方が単に認識、認容するのみでは足りない
が、事業者間相互で拘束し合うことを明示して合意すること
までは必要でなく、相互に他の事業者の対価の引上げ行為を
認識して、暗黙のうちに認容することで足りると解するのが
相当である（黙示による『意思の連絡』といわれるのがこれ
に当たる。）」

多摩談合最高裁判決
「［入札談合の基本合意の］取決めに基づいた行動をとるこ
とを互いに認識し認容して歩調を合わせるという意思の連絡
が形成されたものといえるから」

協調的行動との違い
協調的行動は弊害要件（反競争性）の成否の考慮要素

意思の連絡の立証
最近の明快な事例：加藤化学審決
間接証拠の積上げ

背景事情
事前の情報交換 ◎
事後の行動の一致 ◎
実効性確保（事後の情報交換）
（東芝ケミカルⅡ判決は◎があれば意思の連絡を推定）

実際には、減免制度依存、供述調書依存、と言われる
諸問題

「事後の行動の一致」が際立っていれば「事前の情報交換」はゼ
ロでもよいか

東京高判平成20年12月19日〔郵政省発注区分機類談合排除措
置Ⅱ〕

意思の連絡の成立時期などの経過や動機が立証される必要がある
か

ない
価格決定権限のある者に伝わらなければ要件を満たさないと解さ
れる

事実認定で論点回避した事例があるのみ
間接的な意思の連絡

それでも要件は満たす
ハブ＆スポーク

スポーク独自でも同じ行動をとるか
他のスポークも同様の行動をとることを条件としている
か

（AIカルテル）

相互拘束・遂行（次回）
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